
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
五
七
号

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
職
員
等
の
飲
酒
対
人
交
通
事
故
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
受
領

答

弁

第

一

五

七

号



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
職
員
等
の
飲
酒
対
人
交
通
事
故
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
処
分
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
と
し
て
、
処
分
の
対
象
と
な
っ
た
行
為
の
原
因
、
動
機
等
の
ほ
か
、

日
ご
ろ
の
勤
務
態
度
や
当
該
行
為
後
の
対
応
等
も
含
め
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
判
断
し
た
も
の
で
あ
り
、
妥
当

で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

三
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
懲
戒
処
分
の
公
表
項
目
に
つ
い
て
は
、
事
案
の
概
要
、
処
分
量
定
及
び
処
分
年
月
日
並
び
に
所
属
、

役
職
段
階
等
の
被
処
分
者
の
属
性
に
関
す
る
情
報
を
、
個
人
が
識
別
さ
れ
な
い
内
容
の
も
の
と
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い

る
が
、
氏
名
等
が
既
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
氏
名
等
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
公
表
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
交
通
事
故
三
十
四
件
に
つ
い
て
、
事
故
発
生
時
の
所
属
府
省
等
、
懲
戒
処
分
の
発
令
日
及
び
内
容
等
は
、
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。

一



防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
平
成
四
年
十
月
二
十
一
日
、
平
成
五
年
二
月
十
七
日
、
同
年
十
一
月
五
日
、
平
成
七
年
四
月
十
三

日
、
平
成
九
年
八
月
四
日
、
平
成
十
一
年
二
月
十
二
日
、
平
成
十
四
年
六
月
十
一
日
及
び
平
成
十
五
年
五
月
三
十
日
に
免
職

の
処
分
が
、
平
成
六
年
一
月
二
十
六
日
、
平
成
十
年
七
月
六
日
及
び
平
成
十
一
年
九
月
八
日
に
停
職
三
十
日
間
の
処
分
が
、

平
成
十
一
年
七
月
二
日
及
び
同
年
十
一
月
一
日
に
停
職
二
十
五
日
間
の
処
分
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
処
分
の
ほ
か
、

当
該
事
故
を
起
こ
し
た
国
家
公
務
員
が
当
該
事
故
に
よ
り
死
亡
し
て
い
る
も
の
が
一
件
あ
る
。

旧
郵
政
省
に
お
い
て
は
、
平
成
六
年
十
二
月
十
五
日
に
停
職
三
月
間
の
処
分
が
、
平
成
八
年
一
月
二
十
九
日
に
停
職
一
月

間
の
処
分
が
、
平
成
五
年
六
月
四
日
、
平
成
八
年
二
月
八
日
、
平
成
十
年
八
月
十
一
日
及
び
平
成
十
二
年
二
月
十
四
日
に
減

給
（
俸
給
の
月
額
の
十
分
の
一
）
の
処
分
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
処
分
の
ほ
か
、
当
該
事
故
を
起
こ
し
た
国
家
公

務
員
が
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
十
八
条
第
二
号
に
該
当
し
て
失
職
し
て
い
る
も
の
が
五

件
あ
る
。

法
務
省
に
お
い
て
は
、
平
成
十
三
年
七
月
二
十
三
日
に
免
職
の
処
分
が
行
わ
れ
た
。

国
税
庁
に
お
い
て
は
、
平
成
十
一
年
九
月
二
十
八
日
に
免
職
の
処
分
が
行
わ
れ
た
。

旧
文
部
省
に
お
い
て
は
、
平
成
四
年
十
二
月
十
八
日
に
免
職
の
処
分
が
、
平
成
十
一
年
三
月
十
六
日
に
停
職
六
月
間
の
処

二



分
が
、
平
成
五
年
十
二
月
九
日
に
停
職
三
月
間
の
処
分
が
行
わ
れ
た
。

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
当
該
事
故
を
起
こ
し
た
国
家
公
務
員
が
国
家
公
務
員
法
第
三
十
八
条
第
二
号
に
該
当
し
て
失

職
し
て
い
る
も
の
が
一
件
あ
る
。

農
林
水
産
省
に
お
い
て
は
、
平
成
八
年
四
月
二
十
三
日
に
停
職
三
月
間
の
処
分
が
行
わ
れ
た
。

林
野
庁
に
お
い
て
は
、
平
成
八
年
十
月
二
十
五
日
に
免
職
の
処
分
が
行
わ
れ
た
。

旧
独
立
行
政
法
人
農
業
技
術
研
究
機
構
に
お
い
て
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
日
に
免
職
の
処
分
が
行
わ
れ
た
。

な
お
、
当
該
府
省
等
と
し
て
、
御
指
摘
の
交
通
事
故
の
発
生
日
に
つ
い
て
は
、
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該

国
家
公
務
員
の
氏
名
を
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
情
報
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

五
の
（
�
）
か
ら
（
�
）
ま
で
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
御
指
摘
の
発
言
の
具
体
的
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
な
お
、
「
懲
戒
処
分
の
指
針
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
職
職－

六
八
人
事
院
事
務
総
長
通
知
）
は
、

一
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
処
分
に
係
る
事
故
の
当
時
存
在
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
処
分
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
一

及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
外
務
省
に
お
い
て
、
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

三


